	後援名義使用許可申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　 年　　 月　　 日

　　（あて先）静　岡　市　長　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　住　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(所在地)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　静岡市の後援名義の使用許可を受けたいので、次のとおり申請します。

	１．事業名
	

	２．目的・趣旨
	

	３．開催日時
	　　　　　 年　　 月　　 日（　 　）　　　　時　　  分　から

　　　　　 年　　 月　　 日（　 　）　　　　時　　  分　まで

	４．開催場所
	

	５．事業内容
	

	６．入場対象者等
	　一般　・　学生　・　その他（　　　　　　　　）　・　　入場予定　　　　　　　名

	７．入場料等
	　無料　・　有料　（一般　　　　　円　・　学生　　　　　円　・　その他　　　　　円）

	８．収支見込
	【収　入】


	【支　出】



	９.「まちは劇場ON STAGE SHIZUOKA」ロゴマークの使用について
	使用する　・　使用しない

	
	（使用方法）

	
	※「ロゴマークを使用する」を選択した方のみ、記載をしてください。
（市（「まちは劇場 ON STAGE SHIZUOKA」）HPへの情報掲載）希望する　・　希望しない
HP掲載可能な問合せ先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）
（WEBサイトURL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

	10．他の後援団体等
	　無　・　有　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	11．前回申請
	　無　・　有　（時期：　　年　　月）（事業名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	12．連絡先
	　住　所　〒　　　－

　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　℡（　　　）　　　－　　　　
　e-mail


　◎　記入上の注意　　裏面参照

（裏面）

· 記入上の注意

　　１　申請は、主催団体の代表者が行ってください。
　　２ 「２．目的・趣旨」は、静岡市の文化振興を図る旨をご記入ください。

　３　｢８．収支見込｣は、主なものを列挙し、収入･支出合計が一致するようにしてください。

　　　【例】　　収入　　入場料　　　100,000円　　　　　支出　　会場借上料　　　50,000円

　　　　　　　　　　　　　会負担金　　　 50,000円　　　　　　　　　印刷費　　　40,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食料費　　　30,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雑費　　　30,000円

　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　150,000円　　　　　　　　　　　　計　　　 150,000円

　　４　「９．「まちは劇場 ON STAGE SHIZUOKA」ロゴマークの使用について」に関し、ロゴマークを使用していただいた事業の情報（申請書内の「1.事業名」から「7.入場料等」、HPに掲載可能な問合せ先（電話番号及びメールアドレスまたはどちらか））を、市（「まちは劇場 ON STAGE SHIZUOKA」）HP内の事業として掲載します。また、申請事業を紹介している貴団体のWEBサイトがあればそのURLを記入してください。（URLの記載は任意です。記載された場合は、貴団体の承諾が得られたものとします。掲載を希望しない場合は記入不要です。）
５　｢10．他の後援団体等｣は、「静岡市」以外に後援を申請しているところがあれば記入してください。
　　６　｢11．前回申請｣は、本申請者名義で過去に後援申請を行ったことがあるかを記入してください。
　　７　｢12．連絡先｣は、後援名義使用許可等通知書の郵送先になります。
· 添　付　書　類

　　１　事業内容を明らかにするもの
　{ 過去の活動実績、事業計画書、収支予算書、チラシ( 案又は前回のもの ) ※チラシが無い場合は提出不要　など }

　　２　新規に申請する場合または前回の使用許可から２年以上経過している場合は、規約（ 会則 ）またはこれに準ずるもの、役員名簿、活動実績等を添付してください。前回の使用許可から２年以上経過していない場合であっても、規約（会則）又はこれに準ずるものや役員名簿等に、前回提出した内容から変更が生じている場合は、必ず添付してください。
